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（
法
務
委
員
会
）

弁
護
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
五
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
大
学
の
法
律
学
の
教
授
又
は
助
教
授
の
職
に
在
っ
た
者
等
の
弁
護
士
資
格
の
特
例
制
度
の
見
直
し
を
行
う
も

の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

弁
護
士
と
な
る
資
格
の
特
例
の
見
直
し

１

一
定
範
囲
の
大
学
の
法
律
学
の
教
授
等
の
職
に
五
年
以
上
在
っ
た
者
に
対
し
、
司
法
試
験
に
合
格
し
て
い
な
く
て
も
弁

護
士
と
な
る
資
格
を
付
与
す
る
制
度
を
廃
止
す
る
。

２

司
法
試
験
合
格
後
、
一
定
範
囲
の
大
学
の
法
律
学
の
教
授
等
の
職
に
在
っ
た
期
間
が
五
年
以
上
と
な
る
者
に
対
し
て
、

所
定
の
研
修
を
修
了
す
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
弁
護
士
と
な
る
資
格
を
付
与
す
る
。

３

司
法
試
験
合
格
後
、
衆
議
院
若
し
く
は
参
議
院
の
法
制
局
参
事
又
は
内
閣
法
制
局
参
事
官
等
の
職
に
在
っ
た
期
間
が
五

年
以
上
と
な
る
者
に
対
し
て
弁
護
士
と
な
る
資
格
を
付
与
し
て
い
る
制
度
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
者
に
も
所
定
の
研
修
を

修
了
す
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
付
加
す
る
。

二

施
行
期
日
等
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１

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
法
の
施
行
の
際
、
す
で
に
現
行
法
の
規
定
に
よ
り
弁
護
士
と
な
る
資
格
を
有
し
て
い
る
者
（
一
定
範
囲
の
大
学
の

法
律
学
の
教
授
等
の
職
に
在
っ
た
期
間
が
五
年
以
上
と
な
っ
て
い
る
者
等
）
に
つ
い
て
は
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る

こ
と
な
ど
の
経
過
措
置
を
講
ず
る
ほ
か
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。


